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�３８７-５３３２協　議　会

　心の健康に関する相談に、精神科医師が応じます。
　お気軽にご相談ください。
【月　日】６月１６日（水）　【時　間】午後２時～３時
【場　所】福祉健康センター
【相談員】精神科医師・岐阜地域保健所保健師
【申込期限】６月１５日（火）　【申込先】福祉健康課

　家庭で使用済みとなった食用油の回収を町婦人会・
生活学校の協力で、次のとおり実施します。ご利用く
ださい。
【月　日】６月１６日（水）
【時　間】午前９時３０分～１１時３０分

【回収場所】役場・中央公民館・
松枝公民館・下羽栗会館

※牛乳パック・ダンボール・アルミ
缶・新聞紙も同時に回収します。

　町では、家庭の教育力をステップアップし、元気な
家庭づくりを目的として家庭教育シリーズ講座を開催
します。
　第１回目は、次のように行いますので、是非お出か
けください。なお、当日は、託児室を設けていますの
でご利用ください。
【月　日】６月１９日（土）　【時　間】午後２時～３時３０分
【会　場】中央公民館　集会室
【講座内容】「賢い子に育てるために～読書こそ知恵の
源～」　講師　岐阜実践童話の会　山本喜久男　氏

【月　日】７月４日（日）　【時　間】午前９時１５分～
【場　所】総合会館
【参加資格】町内に在住・在勤のかた
【種　目】 ▼一般男子・女子の部／ ▼中学生男子・女子の部
　　　　　 ▼小学生の部／ ▼混合ダブルスの部
　　　　　 ▼ラージボールの部
【申込期限】６月２３日（水）
【申込先】町体育協会事務局（中央公民館内）

【提出期限】６月３０日（水）
【届出先】笠松地域　　役場　福祉健康課
　　　　　松枝地域　　福祉健康センター
　　　　　下羽栗地域　総合会館
【持参するもの】

・印鑑
・厚生年金等加入者は年金加入証明書または、健康保
険被保険者証等用紙は届出先に用意してあります。
※届出をされないと６月からの児童手当が受けられな
くなりますので、必ず期限までに手続きをしてくだ
さい。

　身体障害者手帳などをお持ちのかたの有料道路通行
料の割引方法が変更となり、料金所で手帳を提示し割
引証を提出する方法から、あらかじめ有料道路割引登
録を受けた手帳を提示するだけで割引が受けられるよ
うになりました。また、ＥＴＣをご利用の場合も同様
な割引を受けられます。
　割引制度をご利用になるかたは、事前に割引登録の
手続きをしてください。
　なお、現在お持ちの割引証は６月１日から使用でき
ませんのでご注意ください。
【割引を受けられるかた】

・本人が運転する場合
　第１種および第２種の身体障害者手帳所持者
・本人以外が運転する場合
　第１種の身体障害者手帳所持者および第１種の療育
手帳所持者

【登録に必要なもの】

①身体障害者手帳または療育手帳
②登録を受けようとする自動車の自動車検査証（車検証）
③運転免許証（障害者本人運転で登録する場合）
④現在お持ちの有料道路割引証

▼ＥＴＣをご利用のかたは①～④のほか
⑤障害者本人名義のＥＴＣカード
⑥ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書
【申請場所】役場福祉健康課／福祉健康センター
　障害の程度や自動車の所有者により割引を受けられ
ない場合があります。詳しくは福祉健康課民生係へお
たずねください。
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障害者有料道路割引制度改正のお知らせ
 福祉健康課

使用済みとなった食用油の回収
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